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（注記） 

１ 価格は、税別とする。 

２ 事件の難易度等諸事情を勘案して増減可能であるものとする。 

その場合も、可能な限り事前に書面にて見積もりを出すことに努める。 

３ 内容に疑義が生じた場合には、旧日弁連報酬規定を参考にする。 

４ 別途経費実費が発生する。 

５ 顧問先の案件で顧問契約に定めのないものについては、着手金を０．７倍、報酬金を０．９

倍、手数料を０．８倍、タイムチャージを０．５倍した金額を基準とする。月額顧問料のうち、

その半額を、最大６か月分、着手金及び手数料に充当することができる。 

 

 

第１ 一般報酬規定 

１  法律相談料 

４０分 ５０００円 

以降１０分毎 １０００円 

（注１）土日祝及び事業者の法律相談料については、６０分１万円、以降１０分毎に１０００円

とする。 

   

 

２  書面による鑑定、文書作成（遺言書作成は後掲。契約書チェック・作成、

契約締結交渉含む。） 

（１）内容証明郵便作成・送付、定型契約書作成・チェック等 

複雑・特殊でないもの ５万円～１０万円 

複雑・特殊なもの １０万円～５０万円 

（注１）弁護士の名前を記載しない文書作成については、３万円～とする。 

（注２）公正証書にする場合には、追加手数料として３万円とする。 

（注３）「定型」とは、典型的で条項の内容がすでに概ね決まっているか、または定型的な

内容に若干の修正を加えれば足りるものとする。 

 

（２）非定型契約書作成・チェック、契約締結交渉 

契約金額 手数料 

～１００万円 １０万円 

１００万円～１０００万円 １％＋９万円 

１０００万円～１億円 ０．３％＋１６万円 

１億円～ ０．１％＋３６万円 
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（注１）公正証書にする場合には、追加手数料として３万円とする。 

（注２）契約書チェックは、概ね上記金額の半額とする。 

（注３）契約締結交渉は、交渉開始時に、上記金額と同額の着手金が、交渉成立時に、上記金額

の倍額の報酬金が発生する。 

 

 

 

３ 申請・調査  

各種申請手続 １０万円～３００万円 

事実関係・各種法令調査 ５万円～３０万円 

２ 

 

 

４ 民事事件・家事事件 

（１） 一般民事事件（交渉・調停・審判・訴訟等の代理） 

 

経済的利益 着手金（交渉・調停） 報酬金 

～５０万円 ２０万円 １０万円 

５０万円～１００万円 ２０万円 ２０％ 

１００万円～３００万円 ２０万円 １５％＋５万円 

３００万円～１０００万円 ５％＋５万円 １５％＋５万円 

１０００万円～１億円 ４％＋１５万円 １０％＋５５万円 

１億円～ ３％＋１１５万円 ８％＋２５５万円 

（注１）交渉から訴訟、調停から訴訟へ移行する場合には、それぞれ１０万円乃至は着手金の１

／２を上限として、追加着手金を請求することができる。 

（注２）反訴を提起する場合は別途着手金及び報酬が発生するものとする。 

（注３）訴訟事件については、着手金は３０万円～とする。 

（注４）事案の難易度等を勘案して、交渉のみ、着手金１０万円とすることができる。 

（注５）獲得する経済的利益が分割払いとなった場合、分割回数、支払完遂の蓋然性その他の事

情を勘案し、経済的利益を、２割を上限として（８割まで）減額することができる。 

 

 

（２） 交通事故（弁護士費用特約未利用の場合） 

ア 相手方が任意保険を利用する場合 

着手金 無料 

報酬金 ２０万円＋獲得金額の１０％ 

（注１）自賠責申請手数料は３万円とする。 
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（注２）後遺障害等級認定又は自賠責への異議申立てにより獲得した金額については１５％とす

る。 

（注３）交渉から調停及び訴訟に移行する場合、並びに調停から訴訟に移行する場合には、各々

１０万円を上限として追加着手金が発生する。 

（注４）任意保険会社から具体的な損害賠償額が提示済みの場合は、増額分の５０％を報酬金の

上限とする。 

 

 イ 相手方が任意保険を利用しない場合 

一般民事事件に準じる。 

（注１）自賠責申請手数料は３万円とする。 

 

 

 

（３） 労働事件 

ア 使用者側 

サポート内容 着手金 報酬金 

交渉対応サポート ２０万円～ ２０万円～ 

労働審判対応サポート ３０万円～ ３０万円～ 

仮処分対応サポート ５０万円～ ５０万円～ 

訴訟対応サポート ５０万円～ ５０万円～ 

（注１）他の手続に移行した場合は、差額分のみを追加着手金として加算する。 

（注２）表記の金額は当事務所との顧問契約締結を前提とした最低料金とする。事件の難易度に

応じて、もしくは顧問契約を締結しない場合には、着手金・報酬金が増額されることが

ある。 

 

 イ 労働者側 

（ア）残業代請求 

着手金 無料 

報酬金（交渉） 獲得金額の２４％ 

報酬金（審判） 獲得金額の３０％ 

報酬金（訴訟） 獲得金額の３５％ 

 

（イ）その他 

 一般民事事件に従う。 
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（４） 不貞行為 

 ア 慰謝料請求された側（交渉・調停・訴訟） 

着手金 ３０万円 

報酬金 減額分の１０％ 

 

イ 慰謝料請求する側（交渉・調停） 

着手金 ２０万円 

報酬金 回収額の２０％（再発防止に資する書面を交わせた

場合には１０万円） 

（注１）訴訟から受任する場合は、着手金に１０万円を加算する。 

（注２）２３条照会を伴う事実調査が必要な場合には、着手金に３万円を加算する。 

（注３）訴訟に移行する場合には、追加着手金１０万円が発生する。 

 

 

 

（５） 婚活詐欺 

 ア 慰謝料請求された側（交渉・調停・訴訟） 

着手金 ３０万円 

報酬金 減額分の１０％ 

 

イ 慰謝料請求する側（交渉） 

着手金 １０万円 

報酬金 回収額の２０％ 

（注１）訴訟及び調停から受任する場合は、着手金に１０万円を加算する。 

（注２）２３条照会を伴う事実調査が必要な場合には、着手金に３万円を加算する。 

（注３）交渉から調停及び訴訟に移行する場合、並びに調停から訴訟に移行する場合には、各々

１０万円の追加着手金が発生する。 
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（６） 離婚事件（慰謝料請求含む）  

 

① 交渉 

着手金 

２０万円 

＋養育費・婚姻費用が争点 １０万円 

＋財産分与が争点     １０万円 

＋親権獲得が争点     １０万円 

※但し、４０万円を上限とする。 

※財産分与により経済的利益を獲得できるこ

とが見込まれる場合には、協議により、２０万

円を超える部分の全部または一部について、事

件終了時に請求することができるものとする。 

報酬金 

着手金と同額 

＋養育費  １か月分 

＋財産分与 １０パーセント 

＋慰謝料  一般事件に従う 

 

 

② 調停 

着手金 

３０万円 

＋養育費・婚姻費用が争点 １０万円 

＋財産分与が争点     １０万円 

＋親権獲得が争点     １０万円 

※但し、５０万円を上限とする。 

※財産分与により経済的利益を獲得できるこ

とが見込まれる場合には、協議により、３０万

円を超える部分の全部または一部について、事

件終了時に請求することができるものとする。 

報酬金 

着手金と同額 

＋養育費  １か月分 

＋財産分与 １０パーセント 

＋慰謝料  一般事件に従う 
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③ 訴訟 

着手金 

４０万円 

＋養育費・婚姻費用が争点 １０万円 

＋財産分与が争点     １０万円 

＋親権獲得が争点     １０万円 

※但し、６０万円を上限とする。 

※財産分与により経済的利益を獲得できるこ

とが見込まれる場合には、協議により、４０万

円を超える部分の全部または一部について、事

件終了時に請求することができるものとする。 

報酬金 

着手金と同額 

＋養育費  １か月分 

＋財産分与 １０パーセント 

＋慰謝料  一般事件に従う 

 

 

④ 手続きが移行した場合 

交渉→調停 １０万円 

調停→訴訟 １０万円 

 

 

 

（７） 面会交流 

着手金 

離婚事件と共に受任 １０万円 

（※ただし、合計額の上限は７０万円） 

面会交流のみ受任  ２０万円 

報酬金 １０万円 

 

 

（８） 親権変更等その他家事事件 

着手金 
総額 ４０万円～１００万円 

報酬金 

※子の人数、事案の難易度を考慮して決定する（親権変更の場合、標準６０万

円～８０万円）。 
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（９） 相続事件 

 

ア 遺産整理業務（紛争性がない場合の事務手続き） 

遺産総額 手数料 

～５００万円 ２５万円 

５００万円～５０００万円 １．２％＋１９万円 

５０００万円～１億円 １．０％＋２９万円 

１億円～３億円 ０．７％＋５９万円 

３億円～ ０．４％＋１４９万円 

（注１）相続人調査、相続関係説明図作成、相続財産調査、遺産目録の作成、遺産分割協議書の

作成、保険金の請求、各種名義変更、年金手続、司法書士・税理士等専門家の紹介を行

うものとする。 

（注２）司法書士・税理士等の費用は含まれないものとする。 

 

 

 

イ 遺産分割、遺留分減殺請求等（紛争性がある場合。遺産整理業務を含む。） 

着手金 ３０万円 

報酬金 相続による獲得金額の１０％ 

（注１）ご依頼頂く方が一人増えるごとに着手金１０万円を追加請求することができる。 

（注２）交渉から調停、調停から訴訟へ移行する場合には、それぞれ１０万円を上限として請求

することができる。 

（注３）反訴を提起する場合は別途着手金及び報酬が発生するものとする。 

 

 

 

ウ 遺言書作成（定型） 

遺産総額 手数料 

～１０００万円 １０万円 

１０００万円～ １％（最大３０万円） 

（注１）１回の相談で作成できる場合。２回以上の相談の場合は、非定型となる。 

（注２）公正証書にする場合には、追加手数料として３万円を加算する。 

（注３）自筆証書遺言の保管料含む。 
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エ 遺言書作成（非定型） 

遺産総額 手数料 

～３００万円 ２０万円 

３００万円～３０００万円 １％＋１７万円 

３０００万円～３億円 ０．５％＋３２万円 

３億円～ ０．２５％＋１０７万円 

（注１）公正証書にする場合には、追加手数料として３万円を加算する。 

（注２）自筆証書遺言の保管料含む。 

 

 

 

オ 遺言執行 

遺産総額 手数料 

～３００万円 ３０万円 

３００万円～３０００万円 ２％＋２４万円 

３０００万円～３億円 １％＋５４万円 

３億円～ ０．５％＋２０４万円 

 

 

 

カ 相続放棄 

人数 手数料（全員合計） 

１名 ５万円 

２名 ＋３万円 

３名 ＋２万円 

４名～ １名ごとに＋１万円 

（注１）相続開始を知ったときから３か月の期限寸前のご相談・ご依頼のときは、応相談。 

（注２）３か月の期限を伸長する申立てについては、１名につき３万円を加算する。 

（注３）３か月の期限を徒過している場合には、１名につき８万円を加算する。 
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（１０） 債権回収 

ア 顧問先からの依頼 

着手金 無料 

報酬金（交渉） 獲得金額の２０％ 

報酬金（訴訟） 獲得金額の３０％ 

報酬金（訴訟⇒強制執行） 獲得金額の３５％ 

（注１）獲得する経済的利益が分割払いとなった場合、分割回数、支払完遂の蓋然性その他の事

情を勘案し、経済的利益を、２割を上限として（８割まで）減額することができる。 

（注２）訴訟には、支払督促も含むものとする。 

 

イ その他 

 一般民事事件に従う。 

 

 

 

（１１）建物明渡請求（交渉・調停・訴訟） 

着手金 ３０万円 

報酬金 

交渉で終了した場合 ３０万円 

調停で終了した場合 ４０万円 

訴訟で終了した場合 ５０万円 

 

 

 

（１２） 保全命令申立事件等 

 

 

着手金 

原則１０万円 

※ただし、次の限度で増額できる。 

 ・一般事件に従った場合の着手金の２分の１ 

 ・審尋又は口頭弁論を経たときは、一般事件

に従った場合の３分の２ 

 

 

報酬金 

一般事件に従った場合の着手金の２分の１と、

１０万円を比較して高い方の金額（１０万円ま

で減額可能） 

審尋又は口頭弁論を経たときは、３分の２（１

５万円まで減額可能） 
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（１３） 民事執行事件 

 ア 民事執行 

着手金 一般事件に従った場合の３分の２ 

報酬金 一般事件に従った場合の４分の１ 

 

 

イ 執行停止 

着手金 一般事件に従った場合の２分の１ 

報酬金 一般事件に従った場合の４分の１ 

（注１）着手金の最低額は各々１０万円とする。 

（注２）本案事件と併せて受任したときでも本案事件とは別に受け取り可。但し、この場合の着

手金は一般事件に従った場合の３分の１を限度とする（最低額は５万円）。  

 

 

 

 

（１４） 債務整理 

事業者の自己破産 ５０万円～ 

非事業者の自己破産 ２０万円～ 

個人再生 ３０万円～ 

任意整理 ２万円／社 

※但し、最低着手金１０万円とする。 

（注１）具体的な額は、資本金、資産、負債額、関係人等事件の規模、事件処理に要する執務量

を考慮して決する。 

（注２）過払い金を獲得した場合には、一般民事事件の報酬金が発生する。 

 

 

 

 

（１５） バックアッププラン（代理せず） 

着手金 
３か月まで５万円 

以降１か月毎に１万５０００円 

報酬金 代理プランの半額 
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５ 刑事事件 

着手金 ２０万円から５０万円を原則とする 

報酬金 同上 

 

 

 

６ 顧問料 

事業者 月額３万円～ 

非事業者 月額５０００円～ 

（注１）事業者については、従業員１０名以上であれば月額５万円を原則とす

る。 

 

 

 

７ タイムチャージ 

１時間まで ２万円～ 

以降１分 ３３３円～ 

 

 

 

８ 日当 

半日（往復２時間～４時間） ３万円～５万円 

１日（往復４時間～） ５万円～１０万円 

（注１）タイムチャージを採用した場合、日当は発生しない。 
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第２ 弁護士費用特約及び弁護士費用保険を利用する場合 

１ 着手金 

１回の手続きについて、下表の「経済的利益の額」欄に対応する「着手金」

欄の額とします。 

ただし、同一の対象事故（１人１事故）について、交渉に加えて訴訟を行う

など複数の手続きを行う場合、１回の対象事故について、下表の「経済的利

益の額」欄に対応する「着手金」欄の額の１５０％に相当する額とします。 

経済的利益の額（注１） 着手金 

１２５万円以下の場合 １０万円 

１２５万円を超えて３００万円以下

の場合 

経済的利益の額（注１）の８％に相当

する額 

３００万円を超えて３０００万円以

下の場合 

経済的利益の額（注１）の５％に相当

する額に９万円加えた額 

３０００万円を超えて３億円以下の

場合 

経済的利益の額（注１）の３％に相当

する額に６９万円を加えた額 

３億円を超える場合 経済的利益の額（注１）の２％に相当

する額に３６９万円を加えた額 

 

２ 報酬金 

経済的利益の額（注２） 報酬金 

１２５万円以下の場合 ２０万円 

１２５万円を超えて３００万円以下

の場合 

経済的利益の額（注２）の１６％に相

当する額 

３００万円を超えて３０００万円以

下の場合 

経済的利益の額（注２）の１０％に相

当する額に１８万円を加えた額 

３０００万円を超えて３億円以下の

場合 

経済的利益の額（注２）の６％に相当

する額に１３８万円を加えた額 

３億円を超える場合 経済的利益の額（注２）の４％に相当

する額に７３８万円を加えた額 

 

３ 時間制報酬 

事務処理に要した時間 限度額 

１時間あたり ２万円 
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４ 手数料 

自賠責から支払われるべき金額 限度額 

①１５０万円以下の場合 ３万円 

②１５０万円を超える場合 支払われるべき金額×２％ 

 

５ 日当 

経済的利益の額 日当 

所要時間が往復２時間を超えて４時

間以内の場合 

３万円 

所要時間が往復４時間を超えて７時

間以内の場合 

５万円 

所要時間が往復７時間を超える場合 １０万円 

 

６ その他実費 

 

（注１）事故内容および被保険者が対象事故によって被った被害から計算されるべき損害賠償

請求の額をいいます。 

（注２）保険金請求権者が賠償義務者から取得した損害賠償金のうち、弁護士が行った手続きに

より取得することができた額をいいます。ただし、既に保険金請求権者が受領済みの額

を除きます。 

 

以 上 

平成 29年 8月 23日更新 

平成 29年 8月 30日更新 

平成 29年 12月 12日更新 

平成 30年 1月 4日更新 

平成 30年 2月 6日更新 

平成 30年 2月 13日更新 

平成 30年 2月 20日更新 

平成 30年 4月 25日更新 

平成 30年 9月 26日更新 

平成 31年 1月 12日更新 

令和元年 5月 22日更新 


